
総社市ホームページ広告掲載取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は，総社市広告掲載要綱に基づき，総社市ホームページ（以下「市ホームペー

ジ」という。）に掲載する広告の募集及び掲載に関し必要な事項を定める。 

 

 （定義） 

第２条 この要領において，次の各号に掲げる用語の意義は，総社市広告掲載要綱に定めるもの

のほか，それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１） 市ホームページ 総社市（以下「市」という。）が管理するホームページをいう。 

（２） 広告 文字又は画像で表示された情報で，広告主の指定するホームページにリンクする機

能を有するものを含む。 

 

（広告の規格等） 

第３条 広告を掲載することができる広告枠の規格は，次のとおりとする。 

（１） 大きさ 縦１００ピクセル横３００ピクセル 

（２） 形式 ＧＩＦ又はＪＰＥＧとする。ただし，アニメーションＧＩＦなどの動きのあるもの

は不可とする。 

（３） 容量 ２００キロバイト以下 

２ 広告枠の位置は，市ホームページのトップページのうちから，市長が定める。 

 

（広告の募集及び掲載） 

第４条 広告枠に掲載することができる広告の募集は，市ホームページ，広報紙その他市の広報

媒体を利用して行うものとする。 

２ 広告枠に空きが生じた場合は，随時，前項の規定の例により募集する。 

３ 掲載申込みのあった広告は，この要領に定めるところに従い，掲載の可否を決定する。 

 

（掲載決定順序） 

第５条 掲載申込みのあった広告（前条各号のいずれにも該当しないものに限る。）が市ホーム

ページ上の広告枠の数を超える場合は，総社市広告掲載要綱第９条第１項の規定により掲載す

る広告の順序を決定する。ただし，同条第２項の規程にかかわらず順序が同じ広告が複数ある

場合は，掲載希望月数の多いものを先順序とする。 

２ 前項の規定によっても順序が同じ広告が複数あることにより，掲載する広告を決定できない

ときは，抽選により決定する。 

 

（広告掲載料） 

第６条 広告掲載料は，広告枠 1枠当たり月額１０，０００円とする。 

 



（広告の掲載期間） 

第７条 広告の掲載期間は，月を単位として，掲載申込みのあった期間とする。ただし，年度を

超える期間を指定することはできない。 

２ 広告の掲載は，原則として月の初日からその月の末日までとする。 

３ 前項の規定にかかわらず，広告掲載開始日及び広告掲載終了日が日曜日もしくは土曜日，国

民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に基づく休日，または１２月２９日から

翌年１月３日までの日に当たる場合の広告開始日及び広告終了日については，市長が別に定め

る。 

 

（掲載申込み） 

第８条 広告の掲載を希望する者（以下「申込者」という。）は，総社市ホームページ広告掲載

申込書（様式第１号）に広告案を添付して，市長に申し込むものとする。 

２ 広告の申込みは，１人の申請者に対し１月に１枠限りとする。 

３ 市長は，第１項の規定による掲載申込みがあった場合で必要と認めるときは，申込者に対し，

資料の提出を求めることができる。 

 

（広告掲載の審査・決定等） 

第９条 市長は，前条第１項の規定による総社市ホームページ広告掲載申込書を受理したときは，

速やかに広告案の内容を審査し掲載の可否を決定の上，総社市ホームページ広告掲載承認・不

承認決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

２ 前項の場合において，市長は，掲載の可否について疑義を生じた場合は，総社市広告審査委

員会による審査を経るものとする。 

 

（広告掲載料の納付） 

第１０条 第９条第１項の規定により広告掲載承認決定の通知を受けた者(以下「広告主」とい

う。)は，市長が指定する期日までに広告掲載料を前納しなければならない。 

 

（広告原稿の作成及び提出） 

第１１条 広告主は，広告原稿(画像データ)を自己の負担により作成し，市長が指定する期日ま

でに市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の規定により広告原稿の提出があったときは，その内容及びリンク先について，

総社市ホームページ広告掲載申込書記載の内容と相違していないこと，第４条各号に該当する

ものでないこと，法令及びこの要綱に違反していないことその他提出された広告原稿(画像デー

タ)が適当であることを確認しなければならない。 

３ 市長は，前項の場合において，提出のあった広告原稿(画像データ)が適当でないと認めたと

きは，広告主に対し広告原稿(画像データ)又はリンク先の変更を求めるものとする。 

 

（広告の掲載） 



第１２条 市長は，第１０条の規定により広告掲載料が納付され，かつ，前条の規定により提出

のあった広告原稿(画像データ)が適当であると認めたときは，指定した広告枠に広告を掲載す

るものとする。 

 

（広告掲載の取消し等） 

第１３条 市長は，次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは，広告主への催告その他

何らの手続を要することなく，広告掲載の決定を取り消し，又は掲載した広告の削除若しくは

掲載の一時中止をすることができる。 

（１） 指定する期日までに広告主が広告掲載料を納付しなかったとき 

（２） 指定する期日までに広告主が広告原稿(画像データ)を提出しなかったとき 

（３） 第１１条第３項の規定による変更の求めに広告主が応じないとき 

（４） その他市ホームページへの広告掲載が不適当であると判断したとき 

２ 本市は，前項の規定により広告の掲載を取り消し，又は掲載した広告の削除若しくは掲載の

一時中止をした場合において，広告主が損害を受けることがあっても，その賠償の責めを負わ

ない。また，既納の広告掲載料は，返還しない。 

 

（広告等の変更） 

第１４条 広告主は，月を単位として，広告の内容又はリンクを変更することができる。 

２ 広告主は，前項の規定により広告の内容又はリンクを変更しようとする場合は，変更しよう

とする月の前月の２０日までに，市長に対し，総社市ホームページ掲載広告等変更申込書（様

式第３号）を提出し，承認を得るものとする。 

３ 第９条及び第１１条の規定は，前２項の規定による広告の変更について準用する。 

４ 前３項に規定するもののほか，リンク先のページのアドレスが変わったことによるリンクの

みの変更の場合にあっては，広告主は，変更しようとする日から起算して７日前までに総社市

ホームページ掲載広告等変更申込書（様式第３号）により市長に届け出るものとする。 

 

（広告掲載の取り下げの申出） 

第１５条 広告主は，所定の総社市ホームページ広告掲載取り下げ申出書（様式第４号）の提出

により，市ホームページへの広告掲載の取り下げを申し出ることができる。 

２ 前項の規定により広告掲載を取り下げた場合は，既納の広告掲載料は返還しないものとする。 

 

（広告掲載料の返還） 

第１６条 広告掲載の決定後掲載開始前において，広告主の責めに帰さない理由により，広告を

掲載することができなかったときは，既納の広告掲載料を全額返還する。 

２  前条に定めるもののほか，広告の掲載決定期間中に，広告主の責めに帰さない理由により，

広告を掲載することができなかった場合は，掲載できなかった期間に応じ，広告掲載料を返還

する。 



３  前項の場合において１カ月に満たない端数がある場合の当該月分に相当する広告掲載料の返

還については，当該月の掲載可能日数による日割りとし，円未満は切り捨てるものとする。 

４  次に掲げる理由により，本市が市ホームページの運営を一時停止した場合（一時停止の期間

が連続して２４時間以内の場合に限る。）は，前２項の規定にかかわらず，その広告掲載料を

返還しない。ただし，一時停止の期間が連続して２４時間を超える場合は，前項の規定に準じ

て広告掲載料を返還する。 

（１）  機器等の保守又は工事を行う場合 

（２）  天災，事変その他の非常事態が発生した場合 

５  前各項の規定により返還する広告掲載料には，利子を付さない。 

 

（広告主の責務） 

第１７条 広告主は，広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他広告掲載

に関するすべての事項について，一切の責任を負うものとする。 

２ 広告主は，第三者の権利の侵害，財産権の不適正な処理，第三者に不利益を与える行為その

他の不正な行為を行ってはならない。 

３ 広告主は，広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は，広告主の責任及び負担において

解決しなければならない。 

４ 広告主は，第９条第１項の規定により決定を受けた総社市ホームページへの広告掲載の権利

を譲渡してはならない。 

 

（その他） 

第１８条 この要領に定めるもののほか，広告掲載について必要な事項は，市長が定める。 

 

附 則 

この要領は，平成２１年 １月 ８日から施行する。 

  附 則 

この要領は，平成２５年 ２月２０日から施行する。 

  附 則 

この要領は，平成２６年 ４月 １日から施行する。 

  附 則 

この要領は，令和 ３年１０月 １日から施行する。 

  附 則 

この要領は，令和 ４年 ３月 １日から施行する。 

 


